
【あんまマッサージ指圧】
1局所 2局所 3局所 4局所 5局所

350¥                    700¥                    1,050¥                 1,400¥                 1,750¥                 
《温罨法加算》 《電気光線器具加算》

加算料 125¥                    加算料 160¥                    
《変形徒手矯正術加算》

1肢 2肢 3肢 4肢
450¥                    900¥                    1,350¥                 1,800¥                 

※同じ箇所への、変形徒手矯正術と温罨法の併用による施術は禁止。

 
【はり・きゅう】

 ¥                1,550  ¥                1,584  ¥                1,610  ¥                1,644

加算料 34¥                     

 ¥                1,780  ¥                1,860

【施術報告書交付料】
交付料 480¥                    

※同意書ごとに加算となります。（6か月ごとに同意書の再交付が必要です。）

健康保険によるマッサージ、はり・きゅう療養費一覧表（通院によるもの）

施術料

 施術料
 はり又はきゅうのど

ちらか一方

 はり又はきゅうのど
ちらか一方（電療あ

り）
 はり、きゅう併用

 はり、きゅう併用（電
療あり）

※施術対象の局所部＝体幹（頸部～腰臀部）、左上肢、右上肢、左下肢、右下肢。

加算料

※最大４肢までが可能です。なお、一肢当りの施術料金は、４５０円です。  

《電気針・電気温灸器・電気光線器具（以上、電療と表記）加算》

 加算料
 はり又はきゅうのど

ちらか一方
 はり、きゅう併用

 《初検料金（初診日のみに徴収）加算分》



【あんまマッサージ指圧】

350¥                   700¥                   1,050¥                1,400¥                1,750¥                
～４ｋｍ　

2,300¥                
～16ｋｍ　

2,550¥                
《温罨法加算》 《電気光線器具加算》

加算料 125¥                   加算料 160¥                   
《変形徒手矯正術加算》

1肢 2肢 3肢 4肢
450¥                   900¥                   1,350¥                1,800¥                

※同じ箇所への、変形徒手矯正術と温罨法の併用による施術は禁止。

【はり・きゅう】

 ¥               1,550  ¥               1,584  ¥               1,610  ¥               1,644
～４ｋｍ　

2,300¥                
～16ｋｍ　

2,550¥                

加算料 34¥                    

 ¥               1,780  ¥               1,860

 交付料  ¥                  480
※同意書ごとに加算となります。（6か月ごとに同意書の再交付が必要です。）

健康保険によるマッサージ、はり・きゅう療養費一覧表（出張によるもの）

 往診料 　　　施術
料

 ¥               3,850  ¥               3,884  ¥               3,910  ¥               3,944

 ¥               2,900  ¥               3,250  ¥               3,600  ¥               3,950  ¥               4,300

 往診料 　　　施術
料

1局所 2局所

 ¥               3,350

はり、きゅう併用
（電療あり）

 ¥               4,100

3局所

 ¥               4,134  ¥               4,160

はり又はきゅうのど
ちらか一方（電療あ
り）

はり、きゅう併用

 ¥               4,194

4局所 5局所

【施術報告書交付料】

《電気針・電気温灸器・電気光線器具（以上、電療と表記）加算》

 《初検料金（初診日のみに徴収）加算分》

 加算料

 ¥               4,050 ¥               3,700

 はり又はきゅうのど
ちらか一方

 はり、きゅう併用

加算料

※最大４肢までが可能です。なお、一肢当りの施術料金は、４５０円です。  

※施術対象の局所部＝体幹（頸部～腰臀部）、左上肢、右上肢、左下肢、右下肢。

はり又はきゅうの
どちらか一方

 ¥               2,650  ¥               3,000


	健康保険による療養費の一覧表（通院によるもの）
	健康保険による療養費の一覧表（往診によるもの）

